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緊急事態宣言の再延長に伴う本校の対応について

秋晴の候、保護者の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
分散登校中は、各ご家庭には学校との連携にご協力をいただきまして、ありがとうござい
ました。
千葉県に対する緊急事態宣言が９月３０日まで再延長となり、予断を許さない状況では

ありますが、市内の感染の状況を鑑みながら、流山市内小中学校では、９月１３日（月）
から予定通り、短縮日課での一斉登校を開始することとなります。
つきましては、本校では、分散登校の時以上に感染症予防及び子どもたちの心身の健康

に留意しながら、下記のように教育活動を行ってまいります。引き続きご理解・ご協力を
いただきますよう、よろしくお願いいたします。

１ 登校・健康観察について
□ 登校時間は、１学期と同様に全児童７：４０～８：１０になります。
□ ご家庭での検温・健康観察を十分に行い、引き続きカードの記入をお願いします。
□ お子様本人はもとより、ご家族に風邪症状が見られる場合は登校を控えてください。
（欠席扱いにはなりません。）

□ 保護者の判断で登校を控える場合やオンライン授業を希望される場合（欠席扱いに
はなりません）、また一定期間給食の停止を希望される場合は、早めにお知らせく
ださい。

２ 感染防止策について
□ 手洗いや咳エチケット、換気、三密回避といった基本的な感染症対策を徹底します。
□ 児童・教職員とも基本的に喫食中以外はマスクを着用します。熱中症対策として、

運動時には、教員の監督の下、距離を確保したうえでマスクをはずさせることがあ
ります。（配慮が必要な場合は、担任へご相談ください。）

３ 学習活動について
□ グループ学習、班での話し合い等の活動は、互いの距離を保ち、短時間で行います。
□ 歌唱や音読等は少人数ごとに音量を調節して行います。
□ 音楽では、管楽器演奏等の活動は原則として行いません。（夏休みに課題として出

したリコーダーのテストは一人ずつ別室で行うなど工夫をして行わせていただきま
す。）

□ 家庭科の調理実習・密集、接触する運動等、感染症対策を行ってもなお感染のリス
クが高い学習活動については、当面の間は控えることとします。

□ 委員会活動・クラブ活動・部活動につきましては、当面の間は、活動を休止します。
再開の時期については、決定次第お知らせします。

４ 給食・清掃について
□ 前後の手洗い・消毒、机を向かい合わせにしない、配膳中は全児童にマスクを着用

させ喫食時のみマスクをはずす等、感染防止に配慮します。
□ 給食当番になった児童に体調不良がみられた場合は、当日の当番活動を控えます。

５ 休み時間について
□ 緊急事態宣言発令中の短縮日課では、学級を越えた交流を避けるため、業間休み・

昼休みの校庭での自由遊びを控えさせます。
（各学級の校庭や体育館が使用できる時間を十分に活用し、体力向上に努めます。）

□ 上記と同様の理由で、休み時間の図書室の開放を中止します。
（本の貸し出しは、週に１回程度、担任の指導の下で授業時間中に行います。）



６ 欠席される場合・感染が判明した場合について
□ 感染が判明した場合は、休日・夜間を問わず速やかにお知らせ下さい。

休日・夜間にお電話される場合は、流山市役所（７１５８－１１１１）にお願いし
ます。また、本校の留守番電話にも必ず残してください。
なお、現在スキットメールでも連絡できるように準備中です。準備が調い次第、

ご案内させていただきます。
□ 新規にオンライン授業の希望をお申し出になる場合も、準備の都合がありますので

前日までにご連絡ください。

７ その他
□ １０月に予定している校外学習の実施については現在検討しております。決まり次

第、あらためてご連絡いたします。
□ １・６年生の学年スポーツ大会は、１０月１１日（月）に延期させていただきます。
□ 児童の放課後の生活につきましては、各ご家庭で引き続きご指導をよろしくお願い

します。

８ 特別日課


